
逢瀬川及び谷田川流域において「第２回流域水害対策検討会」を開催

第２回検討会 開催概要

 逢瀬川流域及び谷田川流域では、「流域治水」の取組をさらに加速させることを目的に、令和４年１０月１７
日に「第１回逢瀬川流域水害対策検討会」及び「第１回谷田川流域水害対策検討会」を開催しました。

 合同で開催した第２回検討会では、須賀川市の釈迦堂川など、特定都市河川に係る先行事例の取組について共
有を図ったほか、特定都市河川の指定要件や指定に伴う新たな許認可業務、浸水被害対策の検討手法などにつ
いて、意見交換を行い、今後の検討項目等を整理しました。

 今後、第２回検討会における各委員の意見等を踏まえ、浸水被害の軽減効果等の検証を進め、特定都市河川の
制度活用を視野に入れながら、逢瀬川及び谷田川の両流域における最適な浸水被害対策について検討を行って
まいります。

第２回検討会 開催状況

お お せ が わ や た が わ

開催日：令和５年３月２４日（金）
場 所：郡山市上下水道局 ５階大会議室及びWEB会議
出席者：(委員長)日本大学工学部 准教授 朝岡 良浩

(委 員)福島大学 教授 川越 清樹
福島大学 教授 川﨑 興太
郡山市、須賀川市、平田村、
国土交通省福島河川国道事務所、福島県の担当課長等

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)国土交通省東北地方整備局

【第２回検討会の議事内容】
 特定都市河川の先行事例について
 特定都市河川の指定要件・指定範囲について
 雨水浸透阻害行為の許可事務概要等について
 今後の検討手法等について など

【主な意見等】
 特定都市河川の指定範囲については、現況の雨水の流れや不動産登記法に基づく14条地図の確認

など、慎重に検討していく必要がある。
 雨水浸透阻害行為により設置される雨水貯留浸透施設について、持続的に機能が確保されるよう

にガイドライン等を作成していく必要がある。
 雨水浸透阻害行為に係る基準降雨の強化等について、今後、許可権者の考え等も確認しながら、

具体的な検討を進めていく。

今後の検討手法等（検討会資料から抜粋）


